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201８年度 最終 １月  

東大本番レベル模試 

 
日本史・採点基準  

◆添削記号◆ 

東大本番レベル模試・日本史の採点では，次のような添削記号を用いています。 

１．＜□□□□＞ 加点要素 

２．□□□□ 表現に難あり 

３．□□
∨
□□ 文要素の欠落／脱字 

４．□□
×
□□ 誤字（略字を含む） 

５．□□□□× 内容に誤りあり 

６．｢□□□□」 設問要求に答えていない 

 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下線□

□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，（ ）内に示した事項に内容が

反していないかを確認する。許容する事例や例外的対応などについては※で示してある）。 
２．加点要素の要件を一部しか満たしていない箇所については，それぞれの配点未満の得点を与える。（太字・アミカケ☐☐

→２点以内，二重線□□→１点，下線□□→０点） 
３．歴史用語（赤字で表示）についての誤字，当て字，漢字で記すべき語句のひらがな・カタカナ表記は，それが加点要素に

直接関係する場合，１点減点。同一語句・文字がくりかえし誤っている場合は，それぞれを減点の対象とするのではなく，

まとめて１点減点とする。加点要素とは直接関係しない箇所に誤字・当て字があった場合，減点しない。 
４．欄外に設問記号を記した答案や，句読点のはみだしなど字数がわずかに超過している答案は，本番では無効答案になる可

能性もある。しかし，受験生の学力を正確に測定するという観点から，あまりにも明白に指定条件を無視している場合を

除き，採点の対象とする。 
５．設問によっては加点要素の合計が配点を超えている場合がある。ただし，各問とも配点を満点としてこれを超える得点は

与えない。 
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第１問 律令国家の外交意識と対外関係 

◆加点要素の合計点２５点→１５点満点◆ 
 
◎５世紀までの倭の王の国家意識 

a 中国を中心とする冊封体制の一員であるとした  ………３点以内 

※「冊封体制の一員であるとした」「中国の従属国であるとした」は２点 

 
◎８世紀における日本 

b 自国を中華〔帝国〕であるとした  ………３点以内 

c 周辺国に朝貢を求めた〔朝貢させた〕／周辺国を蕃国〔従属国〕と位置づけた ………２点以内 

 
◎「周辺２国」① 

d 新羅と外交関係をもった  ………３点以内 

e 新羅と日本との関係は悪化した  ………２点以内 

f 新羅は唐と接近した  ………２点以内 

 
◎「周辺２国」② 

g 渤海と外交関係をもった  ………３点以内 

h 渤海は日本との関係は良好だった  ………２点以内 

i 渤海は唐と緊張関係にあった  ………２点以内 

j 渤海は日本への朝貢に（経済面での）利益を認めていた  ………３点以内 

※「渤海は日本との関係に（経済面での）利益を認めていた」は２点 

※「渤海は日本との貿易〔交易〕に利益を認めていた」は非加点 
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第２問 守護大名と戦国大名 

◆加点要素の合計点２７点→１５点満点◆ 
 

Ａ 室町時代の守護 

◆加点要素の合計点１２点→６点満点◆ 
 
◎室町時代の守護 

a 刈田狼藉の検断権〔取り締まり権〕を得た ………２点以内 

b 使節遵行(権)を得た ………２点以内 

c 半済令〔半済〕を認められた ………２点以内 

d 国人を被官化〔家臣化〕した ………２点以内 

e 荘園侵略を進めた ………２点以内 

f 守護大名に成長した ………２点以内 

 

 

Ｂ 享徳の乱 

◆加点要素の合計点４点→３点満点◆ 
 
◎享徳の乱 

a 応仁の乱に先行する戦乱だった ………２点以内 

b 東国〔関東〕における戦国時代のはじまりにあたる ………２点以内 

 
 
Ⅽ 戦国大名 

◆加点要素の合計点１１点→６点満点◆ 
 
◎戦国大名 

a 守護を出自とする者がいた ………１点以内 

b 守護代を出自とする者がいた ………１点以内 

c 国人を出自とする者がいた ………１点以内 

d （幕府・将軍から）自立した領国〔分国〕の支配者だった ………３点以内 

※「（幕府・将軍から）自立していた」は２点 

※「領国〔分国〕の支配者だった」は１点 

e 将軍〔幕府〕の権威を活用した ………２点以内 

f 西国ではアジア貿易を重視した ………３点以内 

※「西国では貿易を重視した」は１点 
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第３問 19世紀前半の物流と株仲間解散令 

◆加点要素の合計点２７点→１５点満点◆ 
 

Ａ 江戸への商品供給 

◆加点要素の合計点９点→６点満点◆ 
 
◎西日本や日本海側で生産された商品 

a （生産地から）西廻り海運で運ばれた ………２点以内 

b （生産地から）河村瑞賢が整備した航路で運ばれた ………１点以内 

c （生産地から商品の）集散地である大坂に集められた ………２点以内 

d （江戸には）南海路を通じて供給された ………２点以内 

e （江戸には）菱垣廻船で運ばれた ………１点以内 

f （江戸には）樽廻船で運ばれた ………１点以内 

 

 

 

Ｂ 1841年・1842年に幕府が打ち出した政策 

◆加点要素の合計点１８点→９点満点◆ 
 
◎1841年における幕府の政策 

a 株仲間解散令／株仲間を解散させた ………３点以内 

b 自由な取引による物価引下げを図った ………３点以内 

c 大坂からの商品供給を停滞させた ………２点以内 

※「商品流通を停滞〔混乱〕させた」は１点 

d 江戸の物価高騰をまねいた ………２点以内 

※「物価高騰をまねいた」は１点 

 
◎1842年における幕府の諸藩に対する商業統制政策 

e 専売制の禁止 ………３点以内 

※「締め売りの禁止」は非加点 

f （低下していた）大坂の集荷〔集散地〕機能を回復させようとした ………３点以内 

g 諸藩の反発を受けて徹底しなかった ………２点以内 
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第４問 明治国家と「宗教」 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
 

Ａ 明治政府の宗教に対する措置 

◆加点要素の合計点１２点→６点満点◆ 
 
◎1873年までの明治政府の宗教政策 

a （当初は）神道国教化をめざした ………３点以内 

※「神仏分離令を出した」「大教宣布の詔を出した」は２点 

※「廃仏毀釈」「仏教を弾圧した」は非加点（政策にはあたらない） 

b （最終的に）神道国教化を緩和した ………２点以内 

c （当初は）キリスト教を禁止した ………２点以内 

※「（当初は）キリスト教を弾圧した」は１点 

d （最終的に）キリスト教を黙認した ………２点以内 

e 条約改正に影響するものだった ………３点以内 

 

 

 

Ｂ 近代国家建設のための事業 

◆加点要素の合計点１８点→９点満点◆ 
 
◎伊藤博文の主張 

a 日本に精神的統一をもたらす機能は天皇〔皇室〕にある ………３点以内 

※「国家の機軸は天皇〔皇室〕にある」は２点 

 
◎1880年代に進められた近代国家建設のための事業 

b 欽定憲法を起草〔制定〕した ………３点以内 

※「天皇が定めて国民に与える形式の憲法を起草〔制定〕した」は２点 

※「天皇が定めた形式の憲法を起草〔制定〕した」「天皇が国民に与える形式の憲法を起草〔制定〕した」は１点 

c 大日本帝国憲法を起草〔制定〕した ………３点以内 

※「明治憲法を制定した」は２点 

 
◎大日本帝国憲法で規定されたこと 

d 議会の関与できない天皇大権 ………３点以内 

※「天皇大権」は２点 

e 国務大臣が天皇を輔弼〔補弼〕する  ………３点以内 

※「国務大臣が天皇を補佐する」は２点 

※「首相〔宰相〕が天皇を輔弼〔補弼〕する」は非加点（「注」を踏まえていない） 

f 国務大臣は天皇に対して責任を負う ………３点以内 


